
          
 

2015 年 3 月 6 日 
 日本郵便株式会社 

 

 
日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 髙橋 亨）は、2015 年 4 月 3 日（金）か

ら、新たな封筒型郵便サービスとして、手軽で使いやすい「スマートレター」の取扱いを開始し
ます。 

記 
 
1 サービスの概要 

「スマートレター」は、「レターパック」と同様、（1）買う、（2）入れる、（3）送る、の 3 
ステップで、専用封筒をご購入後、1kg までであれば重さを気にすることなく全国一律料金で、
信書も送ることができるサービスです。 

 スマートレター 

 

 

【参考】レターパックライト 

 

 

大 き さ 
25cm×17cm（A5 ファイルサイズ） 

※レターパックの約 1/2 の大きさです。 
34cm×24.8cm（A4 ファイルサイズ） 

厚 さ 2cm まで 3cm まで 

重 量 1kg まで 4kg まで 

料 金 180 円（税込み） 360 円（税込み） 

差 出 方 法 専用封筒に納入して差し出していただきます。 

差 出 場 所 
全国の郵便窓口のほか、ポスト（郵

便差出箱）への投かんも可能です。 

全国の郵便窓口のほか、ポスト（郵

便差出箱）への投かんも可能です。

※一部のポスト（郵便差出箱）には

入りません。 

配 達 方 法 郵便受箱に配達します。 

追跡サービス ありません。 
「郵便追跡サービス」をご利用いた

だけます。 

特 殊 取 扱 できません。 できません。（※） 

信 書 の 送 付 信書を送付できます。 

損 害 賠 償 行いません。 

交 換 通常切手類と交換できます。（交換手数料 41 円/枚） 

そ の 他 
現金、貴金属等の貴重品及び爆発物・毒劇物等の危険物等を入れて送付す

ることはできません。 

※「レターパックプラス」は特殊取扱「交付記録郵便」としたものです。 

 
 

「スマートレター」の販売・提供開始 

～手軽で使いやすい封筒型郵便新サービス～ 

「スマートレター」のご利用例 

・申込書等のビジネス書類の送付に。 

（タブレット（10 インチ）とほぼ同じ大きさで鞄に入れて持ち運べ、書類を送りたいときにすぐに送れます。） 

・小さいプレゼントとメッセージを一緒に。  

・インターネット上の「フリマ」、「オークション」等で取引したものの発送に。 

                     ・・・ その他、手軽に気軽に色々なものを送ることができます！ 

※追跡サービスが必要な方は、「レターパック」をお使いください。 

※現金、貴金属等の貴重品及び爆発物・毒劇物等の危険物等を入れて送付することはできません。 



 
2 専用封筒の販売及び取扱い 
（1）販売地域 

東京都内の郵便局、切手類販売所（コンビニエンスストア等）及びオンライン通販サイト 
「切手 SHOP」にて販売します。 

    なお、販売地域は、2015 年 5 月中に千葉県・埼玉県・神奈川県等に拡大、以降も順次拡大 
してまいります。 

    【切手 SHOP】https://kitte-shop.post.japanpost.jp/goods/ 
 
（2）販売開始日 
    2015 年 4 月 3 日（金）  
 
（3）取扱い 
    全国で引受け及び配達を行います。 
 
 
3 「スマートレター」の封筒 

 専用封筒のイメージは、次のとおりです。 

 
【表面】          【裏面】          【組立後】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

以 上 

 
【お客さまのお問い合わせ先】 

お客様サービス相談センター 

＜電話番号＞ 

0120-2328-86（ﾌﾘｰｺｰﾙ） 

携帯電話からご利用のお客さま 

0570-046-666 

（通話料はお客さま負担です。） 

＜ご案内時間＞ 

平日：8:00～22:00 

土・日・休日：9:00～22:00 

※おかけ間違いのないようにご注意ください。 

【ご注意ください】 

・「レターパック等で現金送れ」はすべて詐欺です。 

・スマートレター、レターパック、ゆうパック等で現金を送ることはできません。 

 

               

https://kitte-shop.post.japanpost.jp/goods/

